
規

則

16 歳 以
上 23 歳
未 満 の
扶 養 親
族

定

養

族

特

扶

親

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
六
十
一
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則(

平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
五
号
中｢

同
項
第
三
十
四
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族
若
し
く
は
同
項
第

三
十
四
号
の
三｣

を｢

十
六
歳
以
上
二
十
三
歳
未
満
の
者
若
し
く
は
同
項
第
三
十
四
号
の
四｣

に
改
め

る
。

｢
｢

控
除
対
象
配
偶
者
・
扶
養
親
族
・
老
人
控
除
対
象
配

控
除
対
象
配

様
式
第
一
号
中

偶
者
・
特
定
扶
養
親
族
・
老
人
扶
養
親
族
・
障
害
者
・

を

偶
者
・
16歳

特
別
障
害
者
・
寡
婦
・
寡
夫
の
別

親
族
・
障
害

｣

偶
者
・
扶
養
親
族
・
老
人
控
除
対
象
配

以
上
23歳
未
満
の
扶
養
親
族
・
老
人
扶
養

に
改
め
る
。

者
・
特
別
障
害
者
・
寡
婦
・
寡
夫
の
別
｣

｢

様
式
第
八
号
中

｣
｢を

に
改
め
る
。

｣
｢

｢
控
除
対
象
配
偶
者
・
扶
養
親
族
・
老
人
控
除
対
象
配

控
除
対
象

様
式
第
十
七
号
中

偶
者
・
特
定
扶
養
親
族
・
老
人
扶
養
親
族
・
障
害
者
・

を

偶
者
・
16

特
別
障
害
者
・
寡
婦
・
寡
夫
の
別

親
族
・
障

｣

配
偶
者
・
扶
養
親
族
・
老
人
控
除
対
象
配

歳
以
上
23歳
未
満
の
扶
養
親
族
・
老
人
扶
養

に
改
め
る
。

害
者
・
特
別
障
害
者
・
寡
婦
・
寡
夫
の
別
｣

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
様

式
第
一
号
に
よ
る
県
営
住
宅
等
入
居
申
込
書
及
び
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
県
営
住
宅
等
入
居
継
続
承

駐
車
場
使
用

駐
車
場
使
用

認
等
申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
県駐

営
住
宅
等
入
居
申
込
書
及
び
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
県
営
住
宅
等
入
居
継
続
承
認
等
申
請
書
と
み
な

車

場

使

用

駐
車
場
使
用
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

六
五
二

告

示

○
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て

届
出
が
あ
っ
た
件

六
五
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

六
五
三

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

六
五
三

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と

し
て
指
定
し
た
件

六
五
三

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

六
五
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

六
五
四

福
島
県
議
会

○
福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

六
五
四

福
島
県
人
事
委
員
会

○
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六
五
四

○
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に

関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

六
五
六



県
道
下
松

本
鏡
石
停

車
場
線

路
線
名

告

示
岩
瀬
郡
鏡
石
町
仁
井
田
四

二
七
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
仁
井
田
四

二
九
番
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

一
八
・
四
〜

二
二
・
五

Ａ

一
〇
・
八
〜

二
二
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

八
八
・
〇

八
八
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
下
松
本
鏡
石
停

車
場
線

路

線

名

県
道
下
松

本
鏡
石
停

車
場
線公

告
岩
瀬
郡
鏡
石
町
仁
井
田
四

二
七
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
仁
井
田
四

二
九
番
地
先
ま
で

岩
瀬
郡
鏡
石
町
仁
井
田
四
二
七
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
仁
井
田
四
二
九
番
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

Ａ

一
八
・
四
〜

二
二
・
五

Ａ

一
〇
・
八
〜

二
二
・
五

平
成
二
二
年
一
二

月
二
四
日

供
用
開
始
の
期
日

八
八
・
〇

八
八
・
〇

す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
様

式
第
一
号
、
様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

(

建
築
住
宅
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
が
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
と
な
っ
た
こ
と
の
発
見
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

病

名

畜

種

患
畜
及
び
疑
似

発
見
頭
数

発
見
の
場
所

発
見
年
月
日

摘

要

患
畜
の
区
分

ヨ
ー
ネ
病

牛

患
畜

一
頭

岩
瀬
郡

平
成
二
二
年

殺
処
分

一
二
月
一
六

日
(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
十
二
月
六
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

福
島
県
猟
友
会

南
相
馬
市
小
高
区
本

平
成
二
二
年
一
二
月
六
日
か
ら
平

南
相
馬
市
小
高
区
関
場

小
高
支
部

支

町
二
丁
目
七
八
番
地

成
二
七
年
九
月
三
〇
日
ま
で

二
丁
目
三
三
番
地
の
八

部
長

�
橋

一
夫

(

出
納
総
務
課)

公
告
第
四
百
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
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福
島
県
議
会

福
島
県
人
事
委
員
会

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
子
育
て
サ
ロ
ン
日
向
ぼ
っ
こ

三

代
表
者
の
氏
名

鈴
木

サ
チ
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
若
宮
鳥
井
原
甲
二
千
七
百
九
十
一
番
地
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
子
育
て
中
の
家
族
と
そ
の
家
族
を
支
援
す
る
住
民
や
行
政
な
ど
の
関
係
機

関
な
ど
に
対
し
、
か
つ
て
地
域
社
会
が
担
っ
て
い
た
子
育
て
の
知
識
な
ど
を
伝
え
合
う
こ
と
な
ど
子

育
て
・
子
育
ち
し
や
す
い
環
境
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
事
業
を
幅
広
く
行
い
、
地
域
の
中
で

穏
や
か
に
子
育
て
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
も
っ
て
社
会
全
体
の
利
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
九
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
宮
川
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

長
峰

喜
昭

大
沼
郡
会
津
美
里
町
橋
丸
字
田
中
九
四
番
地

(
農
村
計
画
課)

福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
議
会
議
長

佐

藤

憲

保

福
島
県
議
会
規
則
第
一
号

福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
議
会
会
議
規
則(

昭
和
三
十
四
年
福
島
県
議
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
百
十
六
条
中｢

速
記
法
に
よ
り
議
事
及
び
議
事
の
外
、
開
会
、
閉
会
の
年
月
日
、
出
席
、
欠
席
議

員
の
番
号
、
氏
名
並
び
に｣

を｢

議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
議
事
の
ほ
か
、
開
会
及
び
閉
会
に
関

す
る
事
項
並
び
に
そ
れ
ら
の
年
月
日
、
出
席
議
員
及
び
欠
席
議
員
の
番
号
及
び
氏
名
、｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

議

事

課)

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

大
須
賀

美
智
子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
項
を
削
り
、
附
則
第
六
項
の
表
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
項
を
削
り
、
附
則
第

六
項
を
附
則
第
七
項
と
し
、
附
則
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

条
例
附
則
第
七
項
の
表
の
給
料
表
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員(

再
任
用
職

員
を
除
く
。)

の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
同
項
の
表
の
職
務
の
級
の
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
級
以

上
で
あ
る
者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

特
定
職
員｣

と
い
う
。)

の
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後

に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日(

特
定
職
員
以
外
の
者
が
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初

の
四
月
一
日
後
に
特
定
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
職
員
と
な
つ
た
日)

以
後
に
お

け
る
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
額
に
百
分
の
九
十
九
・
一
を
乗
じ
て
得
た

額(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

と
す
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

８

給
与
期
間
の
中
途
に
お
い
て
、
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
職
員(

以
下｢

減
額
支
給
対
象
職
員｣

と
い
う
。)

以
外
の
者
が
減
額
支
給
対

象
職
員
と
な
つ
た
場
合
又
は
減
額
支
給
対
象
職
員
が
、
減
額
支
給
対
象
職
員
以
外
の
職
員
と
な
つ

た
場
合
、
離
職
し
た
場
合
若
し
く
は
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
場
合
に
お

け
る
そ
の
給
与
期
間
の
条
例
附
則
第
七
項
各
号(

第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。)

に
定
め
る
額

に
相
当
す
る
額
の
計
算
は
、
日
割
計
算
に
よ
る
。

９

次
に
掲
げ
る
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

一

条
例
附
則
第
七
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
九
項
及
び
第
十
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当

の
月
額

二

条
例
附
則
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
同
項
の
特
定

職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額(

条
例
第
十
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再
任
用

職
員
以

外
の
職

員 職
員
の

区
分

69か
ら
72ま
で

65か
ら
68ま
で

61か
ら
64ま
で

57か
ら
60ま
で

53か
ら
56ま
で

49か
ら
52ま
で

45か
ら
48ま
で

41か
ら
44ま
で

37か
ら
40ま
で

33か
ら
36ま
で

29か
ら
32ま
で

25か
ら
28ま
で

21か
ら
24ま
で

17か
ら
20ま
で

13か
ら
16ま
で

９
か
ら
12ま
で

５
か
ら
８
ま
で

１
か
ら
４
ま
で

職
務
の
級

号
給

3,800

3,700

3,600

3,500

3,400

3,300

3,200

3,100

2,900

2,800

2,700

2,600

2,400

2,300

2,200

2,100

2,000

2,000 円

１
級

5,400

5,300

5,100

4,900

4,800

4,500

4,300

4,100

3,800

3,700

3,500

3,300

3,200

3,000

2,900

2,800

2,600

2,500 円

２
級

7,400

7,300

7,200

7,100

7,000

6,900

6,800

6,600

6,400

6,300

6,100

6,000

5,900

5,700

5,500

5,400

5,200

5,100 円

３
級

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

7,900

7,700

7,600

7,500

7,400

7,200

7,100

6,900

6,800 円

４
級

再
任
用

職
員

153

149か
ら
152ま

で

145か
ら
148ま

で

141か
ら
144ま

で

137か
ら
140ま

で

133か
ら
136ま

で

129か
ら
132ま

で

125か
ら
128ま

で

121か
ら
124ま

で

117か
ら
120ま

で

113か
ら
116ま

で

109か
ら
112ま

で

105か
ら
108ま

で

101か
ら
104ま

で

97か
ら
100ま

で

93か
ら
96ま
で

89か
ら
92ま
で

85か
ら
88ま
で

81か
ら
84ま
で

77か
ら
80ま
で

73か
ら
76ま
で

69か
ら
72ま
で

65か
ら
68ま
で

61か
ら
64ま
で

57か
ら
60ま
で

53か
ら
56ま
で

49か
ら
52ま
で

45か
ら
48ま
で

41か
ら
44ま
で

37か
ら
40ま
で

33か
ら
36ま
で

3,200

5,100

5,100

5,100

5,000

4,900

4,900

4,900

4,800

4,700

4,700

4,600

4,500

4,500

4,400

4,400

4,300

4,200

4,100

4,100

4,000

3,900

3,800

3,700

3,600

3,500

3,400

3,300

3,200

3,100

2,900

2,800

3,800

7,100

7,100

7,100

7,100

7,100

7,000

6,900

6,900

6,900

6,800

6,700

6,600

6,500

6,400

6,300

6,200

6,100

5,900

5,800

5,600

5,500

5,400

5,300

5,100

4,900

4,800

4,500

4,300

4,100

3,800

3,700

5,100

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,400

7,300

7,200

7,100

7,000

6,900

6,800

6,600

6,400

6,300

6,400

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

7,900

七
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
合
計
額
に
、
当
該
合
計
額
に

第
三
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額(

第
三
十
三
条
の
三
各
号
に

掲
げ
る
職
員(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て｢

管
理
監
督
職
員｣

と
い
う
。)

に
あ
つ
て
は
、
そ
の

額
に
、
給
料
月
額
に
同
条
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額)

を
加
算
し

た
額)

(

条
例
附
則
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
同
項
の
特
定
職
員
が
受
け
る

べ
き
給
料
月
額
減
額
基
礎
額(

同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額(

条
例
第
十

七
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
合
計
額
に
、
当
該
合
計
額
に

第
三
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額(

管
理
監
督
職
員
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
額
に
、
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
に
第
三
十
三
条
の
三
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
を
加
算
し
た
額)
を
加
算
し
た
額)

)

三

条
例
附
則
第
七
項
第
四
号
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額(

同
項
第
一
号
に
規
定
す
る

最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
減
額
基
礎
額)

四

条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
職
員(

第
八
条
の
二
第

二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
限
る
。)

に
つ
い
て
、
育
児
休
業
条
例
附
則
第
二
項(

育

児
休
業
条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
育
児
休
業
条
例
第
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
附
則
第
七

項
第
一
号
に
規
定
す
る
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額

別
表
第
一
特
別
支
援
学
校
の
項
中｢

一
・
五｣

を｢

一
・
二
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
９
(第
33条
の
11関
係
)

(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
第
五
十
九
号
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
切
替

え
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

平
成
十
八
年
改
正
条
例
第
五
十
九
号
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の

切
替
え
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
九
号
を
削
り
、
同
条
第
十
号
を
同
条
第
九
号
と
す
る
。

第
三
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
五
号
と
す
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

端
数
計
算)
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再
任
用

職
員
以

外
の
職

員 職
員
の

区
分

85か
ら
88ま
で

81か
ら
84ま
で

77か
ら
80ま
で

73か
ら
76ま
で

69か
ら
72ま
で

65か
ら
68ま
で

61か
ら
64ま
で

57か
ら
60ま
で

53か
ら
56ま
で

49か
ら
52ま
で

45か
ら
48ま
で

41か
ら
44ま
で

37か
ら
40ま
で

33か
ら
36ま
で

29か
ら
32ま
で

25か
ら
28ま
で

21か
ら
24ま
で

17か
ら
20ま
で

13か
ら
16ま
で

９
か
ら
12ま
で

５
か
ら
８
ま
で

１
か
ら
４
ま
で

職
務
の
級

号
給

4,100

4,100

4,000

3,900

3,800

3,700

3,600

3,500

3,400

3,300

3,200

3,100

2,900

2,800

2,700

2,600

2,400

2,300

2,200

2,100

2,000

2,000 円

１
級

5,500

5,400

5,300

5,100

4,900

4,800

4,500

4,300

4,100

3,800

3,700

3,500

3,300

3,200

3,000

2,900

2,800

2,600

2,500

2,400

2,300

2,100 円

２
級

7,400

7,300

7,200

7,100

7,000

6,900

6,800

6,600

6,400

6,300

6,100

6,000

5,900

5,700

5,500

5,400

5,200

5,100

4,900

4,500

4,400

4,200 円

３
級

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

7,900

7,700

7,600

7,500

7,400

7,200

7,100

6,900

6,800 円

４
級

第
六
条

平
成
十
八
年
改
正
条
例
第
五
十
九
号
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
給
料
の

額
と
す
る
。

(
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
十
九
年
福
島
県
人
事

委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中｢

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号)

附
則
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る｣

を｢

新
規
則
附
則
第
六
項
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前
に
五
十
五
歳
に
達
し
た
職
員
に
関
す
る
読
替
え)

２

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前
に
五
十
五
歳
に
達
し
た
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支

給
に
関
す
る
規
則
附
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中｢

五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後

に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日(｣

と
あ
る
の
は｢
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日(｣

と
、｢

五
十
五
歳

に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
後｣
と
あ
る
の
は｢

同
日
後｣

と
す
る
。

(

採
用
給
与
課)

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

大
須
賀

美
智
子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会

規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中｢

合
計
額｣

と
あ
る
の
は｣

を｢

合
計
額｣

と
あ
る
の
は
、｣

に
改
め
、｢
、
第

五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中｢

定
め
る
額｣

と
あ
る
の
は｢

定
め
る
額
に
百
分
の
九
十
九
・
一
を
乗

じ
て
得
た
額｣

と｣

を
削
る
。

附
則
第
五
項
中｢

特
定
学
校
職
員(

条
例
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
学
校
職
員
を
い
う
。
以

下
同
じ
。)

以
外
の
者
が
月
の
初
日
以
外
の
日
に
特
定
学
校
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の

減
ず
る
額｣

を｢

給
与
期
間(

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
県
立
学

校
職
員
に
適
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号)

第
五

条
第
一
項
に
定
め
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
中
途
に
お
い
て
、
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
給
与
が
減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
学
校
職
員(

以
下｢

減
額
支
給
対
象
学
校
職

員｣

と
い
う
。)

以
外
の
者
が
減
額
支
給
対
象
学
校
職
員
と
な
つ
た
場
合
又
は
減
額
支
給
対
象
学
校

職
員
が
、
減
額
支
給
対
象
学
校
職
員
以
外
の
学
校
職
員
と
な
つ
た
場
合
、
離
職
し
た
場
合
若
し
く
は

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
県
立
学
校
職
員
に
適
用
さ
れ
る
職
員
の

給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号)

第
七
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
給
与
期
間
の
条
例
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る

相
当
す
る
額
の
計
算｣

に
、｢

に
よ
り
得
た
額
と
す
る｣

を｢

に
よ
る｣

に
改
め
、
同
項
を
附
則
第

六
項
と
し
、
附
則
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

条
例
附
則
第
七
項
の
表
の
給
料
表
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員(

再
任

用
学
校
職
員
を
除
く
。)

の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
同
項
の
表
の
職
務
の
級
の
欄
に
掲
げ
る
職

務
の
級
以
上
で
あ
る
者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

特
定
学
校
職
員｣

と
い
う
。)

の
五
十
五
歳

に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日(

特
定
学
校
職
員
以
外
の
者
が
五
十
五
歳
に
達
し
た

日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
後
に
特
定
学
校
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
学
校

職
員
と
な
つ
た
日)

以
後
に
お
け
る
条
例
第
八
条
の
七
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基

準
は
、
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
額
に
百
分
の

九
十
九
・
一
を
乗
じ
て
得
た
額(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
額)

と
す
る
。

別
表
第
一
中｢

一
・
五｣

を｢

一
・
二
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
５
(第
８
条
関
係
)
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再
任
用

職
員
以

外
の
職

員 職
員
の

区
分

再
任
用

職
員

41か
ら
44ま
で

37か
ら
40ま
で

33か
ら
36ま
で

29か
ら
32ま
で

25か
ら
28ま
で

21か
ら
24ま
で

17か
ら
20ま
で

13か
ら
16ま
で

９
か
ら
12ま
で

５
か
ら
８
ま
で

１
か
ら
４
ま
で

職
務
の
級

号
給

165

161か
ら
164ま

で

157か
ら
160ま

で

153か
ら
156ま

で

149か
ら
152ま

で

145か
ら
148ま

で

141か
ら
144ま

で

137か
ら
140ま

で

133か
ら
136ま

で

129か
ら
132ま

で

125か
ら
128ま

で

121か
ら
124ま

で

117か
ら
120ま

で

113か
ら
116ま

で

109か
ら
112ま

で

105か
ら
108ま

で

101か
ら
104ま

で

97か
ら
100ま

で

93か
ら
96ま
で

89か
ら
92ま
で

85か
ら
88ま
で

81か
ら
84ま
で

77か
ら
80ま
で

73か
ら
76ま
で

69か
ら
72ま
で

65か
ら
68ま
で

61か
ら
64ま
で

57か
ら
60ま
で

53か
ら
56ま
で

49か
ら
52ま
で

3,100

2,900

2,800

2,700

2,600

2,400

2,300

2,200

2,100

2,000

2,000 円

１
級 3,200

4,800

4,700

4,700

4,600

4,500

4,500

4,400

4,400

4,300

4,200

4,100

4,100

4,000

3,900

3,800

3,700

3,600

3,500

3,400

3,300

4,100

3,800

3,700

3,500

3,300

3,200

3,000

2,900

2,800

2,600

2,500 円

２
級 3,800

7,100

7,100

7,100

7,100

7,100

7,000

6,900

6,900

6,900

6,800

6,700

6,600

6,500

6,400

6,300

6,200

6,100

5,900

5,800

5,600

5,500

5,400

5,300

5,100

4,900

4,800

4,500

4,300

4,100

3,800

6,600

6,400

6,300

6,100

6,000

5,900

5,700

5,500

5,400

5,200

5,100 円

３
級 5,100

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,400

7,300

7,200

7,100

7,000

6,900

6,800

6,600

6,400

6,300

8,000

8,000

7,900

7,700

7,600

7,500

7,400

7,200

7,100

6,900

6,800 円

４
級 6,400

8,000

8,000

8,000

8,000

再
任
用

職
員

153

149か
ら
152ま

で

145か
ら
148ま

で

141か
ら
144ま

で

137か
ら
140ま

で

133か
ら
136ま

で

129か
ら
132ま

で

125か
ら
128ま

で

121か
ら
124ま

で

117か
ら
120ま

で

113か
ら
116ま

で

109か
ら
112ま

で

105か
ら
108ま

で

101か
ら
104ま

で

97か
ら
100ま

で

93か
ら
96ま
で

89か
ら
92ま
で

85か
ら
88ま
で

81か
ら
84ま
で

77か
ら
80ま
で

73か
ら
76ま
で

69か
ら
72ま
で

65か
ら
68ま
で

61か
ら
64ま
で

57か
ら
60ま
で

53か
ら
56ま
で

49か
ら
52ま
で

45か
ら
48ま
で

41か
ら
44ま
で

37か
ら
40ま
で

33か
ら
36ま
で

29か
ら
32ま
で

25か
ら
28ま
で

21か
ら
24ま
で

17か
ら
20ま
で

13か
ら
16ま
で

９
か
ら
12ま
で

５
か
ら
８
ま
で

3,200

5,100

5,100

5,100

5,000

4,900

4,900

4,900

4,800

4,700

4,700

4,600

4,500

4,500

4,400

4,400

4,300

4,200

4,100

4,100

4,000

3,900

3,800

3,700

3,600

3,500

3,400

3,300

3,200

3,100

2,900

2,800

2,700

2,600

2,400

2,300

2,200

2,100

2,000

3,800

7,100

7,100

7,100

7,100

7,100

7,000

6,900

6,900

6,900

6,800

6,700

6,600

6,500

6,400

6,300

6,200

6,100

5,900

5,800

5,600

5,500

5,400

5,300

5,100

4,900

4,800

4,500

4,300

4,100

3,800

3,700

3,500

3,300

3,200

3,000

2,900

2,800

2,600

5,100

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,400

7,300

7,200

7,100

7,000

6,900

6,800

6,600

6,400

6,300

6,100

6,000

5,900

5,700

5,500

5,400

5,200

6,400

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

7,900

7,700

7,600

7,500

7,400

7,200

7,100

6,900

別
表
第
６
(第
８
条
関
係
)

(

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
十
九

年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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附
則
第
二
項
中｢

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
一
年
福
島

県
条
例
第
五
十
六
号)

附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る｣

を｢

新
規

則
附
則
第
五
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る｣

に
改
め
る
。

附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前
に
五
十
五
歳
に
達
し
た
学
校
職
員
に
関
す
る
読
替
え)

２

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前
に
五
十
五
歳
に
達
し
た
学
校
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学

校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中｢

五
十

五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日(｣

と
あ
る
の
は｢

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日(｣

と
、｢

五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
後｣

と
あ
る
の
は｢

同
日
後｣

と
す

る
。

(

採
用
給
与
課)
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